
４ 議案の要旨・附帯決議

内閣提出法律案

東日本大震災復興特別区域法案（閣法第１号）

（衆議院 23.11.29修正議決 参議院 11.30東日本大震災復興特別委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、復興特別区域基本方針

政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に

基づき、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関する基本的な方針（以下「復興特

別区域基本方針」という。）を定めなければならない。

二、復興推進計画に係る特別の措置

１ その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域（政令

で定めるものを除く。）又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの（以下「特定被災区域」

という。）である地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）は、単独で又は共同して、

復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、

復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進を図るための計画（以下「復興推進計

画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。内閣総理大臣は、申

請があった復興推進計画が復興特別区域基本方針に適合するものである等の基準に適合すると

認めるときは、関係行政機関の長の同意を得てその認定をするものとする。

２ 認定申請をしようとする特定地方公共団体（４の復興推進協議会を組織するものに限る。）

又は認定を受けた特定地方公共団体（以下「認定地方公共団体等」という。）は、内閣総理大

臣に対して、新たな規制の特例措置等に関する提案をすることができる。

３ 内閣総理大臣、指定された国務大臣及び認定地方公共団体等の長は、都道県の区域ごとに、

復興推進計画の区域において復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する

施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

４ 特定地方公共団体は、作成しようとする復興推進計画並びに内閣総理大臣の認定を受けた復

興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会を組織する

ことができる。

５ 内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画に係る特定被災区域内においては、規制の特例措

置を適用するとともに、課税の特例の適用等があるものとする。

三、復興整備計画等に係る特別の措置

１ 特定被災区域内の地域であって、東日本大震災の被害により土地利用の状況が相当程度変化

した地域であること等に該当し、地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要

がある地域をその区域とする市町村は、単独で又は都道県と共同して、当該事業の実施を通じ

た地域の整備に関する計画（以下「復興整備計画」という。）を作成することができる。

２ 復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、同計画に記載された事業

に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置を適用することができる。

四、復興交付金事業計画に係る特別の措置

１ 特定地方公共団体である市町村は、単独で又は都道県と共同して、東日本大震災により著し

い被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画（以

下「復興交付金事業計画」という。）を作成することができる。

２ １の市町村又は都道県は、復興交付金を充てて復興交付金事業計画に基づく事業等の実施を

しようとするときは、同計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。国は、当該計画に係



る事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で復興交付金を交付することができ

る。

五、施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

なお、本法律案は、衆議院において、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、

国会に対して復興特別意見書を提出できるとともに、国会は、当該意見書の提出を受けた場合にお

いて必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずること、二の３の協議会における協議

が調った場合において必要があるときは、内閣総理大臣及び指定された国務大臣は、速やかに、所

要の法制上の措置等を講じなければならないこと、内閣総理大臣は、当該協議会の協議結果を国会

に報告するとともに、国会は、当該報告を受けた場合において必要があると認めるときは、所要の

法制上の措置を講ずること、復興交付金事業計画に記載する事項に、地域の特性に即して自主的か

つ主体的に実施する事業等を含めるとともに、国は必要があると認めるときは、特定地方公共団体

等が講ずる措置であって、原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交

付することができることを主な内容とする修正が行われた。

【附帯決議】(23.12.2東日本大震災復興特別委員会議決)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一、水産業の復興に当たっては、地域の漁業者などが一体となった取組に国が十分な支援策を講ず

ることが基本であることを踏まえ、本法の施行により漁業法の特例措置を導入するに際し、国は、

被災地の水産業の健全な発展のために、浜全体の資源・漁場の管理に責任を持ち、その整備につ

き万全を期した措置を講ずること。

二、復興推進計画の認定申請に当たり、復興推進事業及びこれに関連する事業に係る条例の制定に

関連する法令の規定の解釈を求められた場合は、速やかに当該法令の規定の解釈に係る資料の交

付を行い、回答を行うに当たっては、復興特別区域に係る制度の趣旨及び目的並びに地方公共団

体の自主性及び自立性に十分配慮すること。新たな規制の特例措置等に関する提案に復興推進事

業及びこれに関連する事業に係る条例に関する事項が含まれる場合も、同様とすること。

三、新たな規制の特例措置に関する提案がされた場合に、新たな措置を講ずる必要がないと認める

ときに行う通知においては、その根拠をできるだけ詳細に記載した資料を添付するものとし、か

つ、国と地方の協議会の経過及び内容についての国会報告の際、当該資料を国会に提出するとと

もに、インターネットで公表すること。

また、復興推進計画の認定申請に当たり確認を求められた法令の規定の解釈が、復興推進事業

及びこれに関連する事業に係る条例の制定の可否に関係するものである場合は、確認を求めた特

定地方公共団体への回答に当たり、その根拠をできるだけ詳細に記載した資料を交付するととも

に、当該資料を遅滞なく国会に提出し、インターネットで公表すること。

四、地方公共団体事務政令等規制事業について条例で規制の特例措置を適用するための政省令を定

めようとする場合には、当該政省令の案について、当該事業の創設を提案した特定地方公共団体

に協議を行うこと。

五、本法第１条の目的及び本法第３章に規定する規制の特例措置の趣旨に鑑み、本法に規定されて

いないものであっても、特例措置を講じることにより事務手続が簡素化され、特定地方公共団体

にとって有益であると判断されるものについては、速やかに法的措置を講ずること。

六、復興特別区域基本方針を定めるに当たっては、二から五までの項目を具体的に盛り込むこと。

七、国会に対する復興特別意見書の提出等に係る規定や国と地方の協議会における協議結果の国会

報告等に係る規定が新設されることに鑑み、地方自治体に対する制度の趣旨や内容の周知を図る

こと等をはじめとして復興庁が極力地方自治体の立場に立った対応につとめる等により、これら

の規定が活用されるよう努めること。

八、特定地方公共団体における復興推進計画の策定に当たっては、必要に応じ、地域の実情を考慮

した適切な方法で、住民の意見を反映させるための必要な措置を講じることができることを助言



すること。

右決議する。

平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案

（閣法第２号）

（衆議院 23.11.24可決 参議院 11.25総務委員会付託 11.30本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正

１ 題名を「東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関

する法律」に改める。

２ 東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する震災復興特別交

付税を交付できるようにするため、平成23年度分として交付すべき地方交付税の総額及び同年

度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の特例として、約１兆

6,635億円を加算するとともに、平成23年度分として交付すべき普通交付税及び特別交付税の

総額の特例を設ける。

３ 震災復興特別交付税額の一部を平成24年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して

交付することができることとする。

４ 震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例を設ける。

二、地方交付税法の一部改正

地方団体が東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第２条に

定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的

に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるために平成23年度に起こした

地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費を、平成24年度以降において、基

準財政需要額に算入するものとする。

三、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正

平成23年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための不動産取得税に

係る特例措置による減収額として総務省令で定める額の100分の75の額を基準財政収入額に加算

する特例を設ける。

四、施行期日

この法律は、公布の日から施行する。

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の

確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案（閣法第３号）

（衆議院 23.11.24修正議決 参議院 11.25総務委員会付託 11.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第２条

に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的

に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、

平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税

及び市町村民税いずれも、年額500円を加算した額とする地方税法の特例を定めようとするもので

ある。

なお、衆議院において、個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の標準税率の特例について、

適用期間を５年間延長するとともに、標準税率に加算する額を引き上げること、道府県たばこ税及

び市町村たばこ税の税率の特例に関する規定を削除すること等の修正が行われた。

【附帯決議】(23.11.29総務委員会議決)



政府は、本法施行に当たり、次の事項について、その実現に努めるべきである。

一、個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・

財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明ら

かにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、

緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。

二、緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、円

滑な事業の執行に向け、適切な支援を行うこと。また、同事業を実施しなかった団体や既定経費

の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく同事業を実施した団体を不利益に

取り扱うことのないようにすること。

三、緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の税率の

引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことの

ないようにすること。

右決議する。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法案（閣法第４号）

（衆議院 23.11.24修正議決 参議院 11.25財政金融委員会付託 11.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成23年度から平成27年度ま

での間において実施する施策に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計

財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社及び東京

地下鉄株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別税を創設するほか、当該財源

についての公債の発行に関する措置等を定めるものであり、衆議院において、復興特別たばこ税に

係る規定を削除するほか、所要の修正が行われている。

その主な内容は次のとおりである。

一、税外収入に係る措置

１ 平成24年度から平成27年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定

めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

２ 日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所要数を国債整理基金特別会計に

所属替をする。

二、復興特別税の創設

１ 復興特別所得税を創設し、平成25年１月から平成49年12月（政府原案は平成34年12月）まで

の間、所得税額に対する2.1％（政府原案は４％）の付加税を課す。

２ 復興特別法人税を創設し、平成24年度から平成26年度までの間、法人税額に対する10％の付

加税を課す。

三、復興債の発行等

１ 平成二十三年度一般会計補正予算（第３号）から平成27年度までの各年度において、復興費

用の財源として、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行できることと

し、償還は平成49年度（政府原案は平成34年度）までの間に行う。

なお、平成二十三年度一般会計補正予算（第３号）では、復興債の発行限度額として11兆5,500

億円が計上されている。

２ 平成二十三年度一般会計補正予算（第１号）において減額された基礎年金の国庫負担の追加

に要する費用の財源として、復興債を発行することができる。

四、復興特別税の収入の使途等

復興特別税等の収入については、復興費用及び復興債の償還費用の財源に充て、また、財政投

融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金等については、復興債



の償還費用の財源に充てる。

五、附則

１ この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興の状況等を勘案して、復興費用及び復

興施策に必要な財源を確保するための措置の在り方について見直しを行う。

３ 平成34年度までに２兆円相当の償還財源確保を旨として、日本たばこ産業株式会社の株式及

びエネルギー対策特別会計所属の株式の保有の在り方について検討を行い、可能な場合には、

できる限り早期に処分する。また、日本郵政株式会社の株式について、経営状況等を勘案しつ

つ、できる限り早期に処分する。

４ 平成23年度から平成27年度までの間、一般会計決算剰余金の償還財源への活用に努める（衆

議院修正により追加）。

５ ３及び４（政府原案は３）による財源確保が見込まれる場合、復興費用の見込額を勘案しつ

つ、復興特別税に係る税負担の軽減のための措置を講ずる。

６ 復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成24年度に設置し、必要な法制上の措置を

講ずる（衆議院修正により追加）。

【附帯決議】(23.11.29財政金融委員会議決)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 財政投融資特別会計財政融資資金勘定の剰余金の復興財源への活用の検討に当たっては、予算

編成過程において、同勘定の財務の健全性に配慮を行うこと。

一 日本たばこ産業株式会社の株式について、政府の保有義務割合を設立時発行済株式総数の２分

の１以上から発行済株式総数の３分の１超に引き下げることによる同社株式の売却に当たって

は、株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断するとともに、修正後の附則第13条に基づき、更

なる同社株式の政府保有義務の見直しの検討に当たって「たばこ事業法等に基づくたばこ関連産

業への国の関与の在り方を勘案」する際には、葉たばこ農家や小売店への影響等を十分見極める

こと。

一 修正後の附則第13条に基づき、エネルギー対策特別会計に所属する株式の保有の在り方の見直

しの検討に当たって「エネルギー政策の観点を踏まえ」る際には、日本の資源確保に係る権益確

保、相手国の協力関係維持への影響等を十分見極めること。

一 本法案が多年度にわたる復興債の発行を認めるものであることに鑑み、復興債の発行に当たっ

ては、復興基本法に規定する基本理念に照らして真に東日本大震災からの復興に資する施策の経

費に充てること。

右決議する。

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案（閣法第５号）

（衆議院 23.12.2修正議決 参議院 12.5厚生労働委員会付託 12.9本会議可決）

【要旨】

本法律案は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にＢ型肝炎ウイルスの感

染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、この感染被害の迅速かつ全

体的な解決を図るため、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定Ｂ型肝炎ウイル

ス感染者給付金等を支給するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおり

である。

一 社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）は、確定判決又は和解若しくは調停

で、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によってＢ型肝炎ウイルスに感染したことを証明し

た者等に対し、その者の請求に基づき、その病態等に応じた額の特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給

付金、追加給付金及び訴訟手当金を支給する。特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金（以下「給付

金」という。）の支給の請求は、原則として、この法律の施行の日から起算して５年を経過する



日までに行わなければならない。

二 支払基金は、特定無症候性持続感染者等に対し、その者の請求に基づき、定期検査費、母子感

染防止医療費、世帯内感染防止医療費、定期検査手当を支給する。

三 支払基金は、給付金等支給関係業務を行い、当該業務に要する費用に充てるための特定Ｂ型肝

炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。政府は、支払基金に対し、給付金等支給関係業務

に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

四 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、三については、公布の日から施行する。

五 政府は、この法律の施行後５年を目途として、給付金等の支給の請求の状況を勘案し、給付金

等の請求期限及び支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

六 政府は、平成24年度から平成28年度までの各年度において三の規定により支払基金に対して交

付する資金については、平成24年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて（衆議院修

正）、確保するものとする。

【附帯決議】(23.12.8厚生労働委員会議決)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、不法行為の損害賠償請求権は、不法行為の時から20年を経過すると消滅するが、そのような除

斥期間を経過した集団予防接種等によるＢ型肝炎ウイルス感染被害者に対しても、真摯に対応す

ること。また、今後、除斥期間を経過した肝硬変、肝がんの患者等の感染被害者が提訴した場合

には、基本合意書の趣旨、本委員会における厚生労働大臣の答弁等に照らし、裁判所の仲介の下

で、誠実に協議するよう努めること。

二、適正かつ迅速な和解の実現のため、厚生労働省における和解手続が迅速に行われるように、必

要な人員の確保・拡充をはじめ、事務処理体制の整備に努めること。また、特定Ｂ型肝炎ウイル

ス感染者給付金の支給関係業務が迅速かつ円滑に行われるように、社会保険診療報酬支払基金の

事務処理体制の整備を図ること。

三、感染被害者を含む肝炎患者等が、不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるように、

集団予防接種等によるＢ型肝炎ウイルス感染被害者が相当数に及んでいることを含む情報の提

供、ウイルス性肝炎に関する正しい知識の普及など、国民に対する広報・啓発に努めること。

四、集団予防接種等によるＢ型肝炎ウイルス感染被害者の救済手続に関する国民への周知、集団予

防接種等の際の注射器の連続使用を含む様々な感染可能性を明示した上での肝炎ウイルス検査の

勧奨、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等、全ての肝炎ウイ

ルス感染者に対し、必要な恒久対策を引き続き講ずるよう努めるとともに、とりわけ肝硬変及び

肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること。

五、給付金等の支給を円滑かつ確実に行うため、必要な安定的な財源を確保し、毎年度、所要の予

算を計上すること。

六、予防接種における注射筒の使用に関する厚生省の通知が昭和63年まで遅れたことに鑑み、今回

の事故の検証を通じて、最新の保健医療上の知見が速やかに医療現場への情報提供及び指導につ

ながるよう体制整備を図ること。

右決議する。

津波防災地域づくりに関する法律案（閣法第６号）

（衆議院 23.12.1可決 参議院 12.1国土交通委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮ら

すことのできる安全な地域の整備、利用及び保全を総合的に推進することにより、津波による災害

から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、所要の措置等について定めようとするものであ



り、その主な内容は次のとおりである。

一 基本指針

国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）

を定めなければならないものとすること。

二 津波浸水想定の設定

１ 都道府県は、基本指針に基づき、２の津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査

として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地

利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとすること。

２ 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波

があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。）を設定するものとするこ

と。

三 推進計画の作成

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町

村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することが

できることとし、推進計画においては、推進計画の区域（以下「推進計画区域」という。）を定

めるものとすること。

四 推進計画区域における特別の措置

１ 土地区画整理事業の事業計画において、津波防災住宅等建設区を定めることができるものと

し、施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者は、施行者に対し、換地計画

において当該宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすること

ができるものとし、施行者は、当該申出が一定の要件に該当すると認めるときは、換地計画に

おいて換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならないものとすること。

２ 津波からの避難に資する建築物の容積率に係る特例を設けるものとすること。

３ 広域の見地から調整を図る必要があることにより、市町村が策定することが困難であると申

し出た集団移転促進事業計画について、都道府県が策定できるものとすること。

五 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画

津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高

い等の要件を満たす区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持

するための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計

画に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めることができるものとすること。

六 津波防護施設

津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事又は市町村長が行うものとすること。

七 津波災害警戒区域

都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には

住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域におけ

る津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害

警戒区域（以下「警戒区域」という。）として指定することができるものとすること。

八 津波災害特別警戒区域

１ 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波

が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ず

るおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途

の変更の制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）

として指定することができるものとすること。

２ 特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為を

する土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が一定の用途であるものをしよ

うとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならないものとすること。

九 施行期日



この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

【「津波防災地域づくりに関する法律案｣及び｢津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律案｣附帯決議】(23.12.6国土交通委員会議決)

政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期す

べきである。

一 両法の施行に当たっては、本年６月24日に施行された、津波対策に関する基本法ともいうべき

「津波対策の推進に関する法律」に定められた施策が推進されるよう十分配慮すること。

二 東日本大震災の被災地の復興及び東海・東南海・南海地震など津波による大規模な被害の発生

が懸念される地域における津波防災地域づくりを促進するため、本法に基づく政省令、基本指針

等を早急に制定するとともに、関係者及び国民に対して本法に基づく制度を周知徹底すること。

三 本法に基づき、地域ごとの特性を踏まえたハード・ソフトの施策を組み合わせた津波防災地域

づくりを推進する中で、海岸堤防の整備も着実に推進すること。

四 市町村が津波防災地域づくりの推進のための事業を実施するに当たっては、地域の実情に応じ

た自主的な取組が可能となるよう、市町村の要望を踏まえ制度の弾力的な運用に努めるとともに、

情報の提供、技術的な助言その他必要な支援措置を積極的に講ずること。

五 津波浸水想定の設定に当たっては、国が責任を持って、都道府県に対し、情報の提供、技術的

な助言その他必要な支援措置を積極的に講ずること。

六 津波災害特別警戒区域の指定に当たっては、地域住民の意向を十分に踏まえるとともに、地域

の現況や将来像を十分に勘案すること。

七 津波避難建築物の容積率規制の緩和を行った際には、要件とされている用途に利用されている

ことを随時確認するとともに、法律違反があれば、立入検査等を含めて適切に対応するよう、特

定行政庁に対し、明確な運用基準を示すこと。

八 津波による人的災害を防止・軽減するため、避難施設・避難路等の確保を積極的に支援すると

ともに、夜間における情報伝達体制や避難経路の確保に十分配慮すること。

九 津波による浸水が想定される地域の住民の円滑な避難を確保するため、津波観測体制の整備を

図るとともに、住民のより迅速な避難につながる津波警報の在り方について検討を行うこと。

十 国土交通大臣が実施する特定緊急水防活動が設けられた趣旨を踏まえ、一層の水防団員の確保

に努めるとともに、水防団員の安全性の確保、財源の確保など所要の措置を講ずること。

右決議する。

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（閣法第７

号）

（衆議院 23.12.1可決 参議院 12.1国土交通委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案は、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、国土交通大臣が洪水、津波又は高

潮による著しく激甚な災害が発生した場合において浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行う

ことができることとする等関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次

のとおりである。

一 水防法の一部を次のように改正する。

１ 水防計画について、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する

者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないものとすること。

２ 水防管理者等による巡視等の対象に津波防護施設を追加すること。

３ 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水

防上緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い浸入した水の排除等の特定緊急水防

活動を行うことができるものとすること。



二 建築基準法の一部を次のように改正する。

津波防災地域づくりに関する法律に基づく開発行為の許可を受けなければならない場合の擁壁

については、確認検査等を要しないものとすること。

三 土地収用法の一部を次のように改正する。

津波防護施設に関する事業を、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事

業とするものとすること。

四 都市計画法の一部を次のように改正する。

１ 都市施設に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を追加すること。

２ 津波災害特別警戒区域内の開発行為の許可に関し、津波防災地域づくりに関する法律上同区

域において許可を要する特定開発行為に対応した技術的基準及び手続の特例を設けるものとす

ること。

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から施行するこ

と。

【附帯決議】(23.12.6国土交通委員会議決)

津波防災地域づくりに関する法律案(閣法第６号)と同一内容の附帯決議が行われている。

復興庁設置法案（閣法第８号）
（衆議院 23.12.6修正議決 参議院 12.7東日本大震災復興特別委員会付託 12.9本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災復興基本法に基づき東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進す

るため、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び主体的か

つ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを

任務とする復興庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めようとするもの

であり、その主な内容は次のとおりである。

一、復興庁の設置

内閣に、復興庁を置く。

二、復興庁の所掌事務

１ 復興庁は、行政各部の施策の統一を図るために必要となる、東日本大震災からの復興のため

の施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務等をつかさど

る。

２ 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理する事務、復

興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理し、当該要望への対応方針を

定め、これに基づく当該要望に係る措置を講ずる事務、復興に関する事業のうち政令で定める

事業に必要な予算を一括して要求し、確保し、関係行政機関に配分することの事務、関係地方

公共団体の求めに応じて情報の提供、助言その他必要な協力を行う事務並びに東日本大震災復

興特別区域法に規定する復興推進計画の認定及び復興交付金の配分計画に関する事務等をつか

さどる。

三、復興庁の組織

１ 復興庁の長は、内閣総理大臣とし、復興庁に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣と

して、二の２の事務を分担管理する。

２ 復興庁に、復興大臣を置き、国務大臣をもって充てる。復興大臣は、関係行政機関の長に対

する資料の提出請求権、勧告権及び求報告権並びに内閣総理大臣に対する意見具申権を有する。

関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

３ 復興庁に、副大臣２人を置くとともに、他の府省の副大臣または大臣政務官の職を占める者

をもって充てる副大臣または大臣政務官を置くことができる。復興大臣が指定する副大臣及び



大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並び

に政務に関し、復興大臣を補佐する。

４ 復興庁に、東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること等の事務をつかさど

る復興推進会議を置く。復興推進会議は、内閣総理大臣を議長とし、全ての国務大臣等をもっ

て組織する。

５ 復興庁に、東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議すること等の事務を

つかさどる復興推進委員会を置く。復興推進委員会は、関係地方公共団体の長及び優れた識見

を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員長及び委員14人以内をもって組織する。

６ 復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置く。

四、復興庁の廃止

復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成33年３月31日までに廃止するものとする。

五、国務大臣の増員等

復興庁が廃止されるまでの間、国務大臣を１人増員し、内閣府の副大臣の定数は、復興副大臣

を兼ねる副大臣を除き、３人とする。

六、施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

なお、本法律案は、衆議院において、復興庁の任務を東日本大震災からの復興に関する内閣の事

務を内閣官房とともに助けること及び主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関す

る行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることとすること、所掌事務に、東日本大震災からの復興に

関する行政各部の事業を統括し及び監理すること、復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の

要望を一元的に受理し、当該要望への対応方針を定め、これに基づく当該要望に係る措置を講ずる

事務、復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を一括して要求し、確保し、関係行

政機関に配分することの事務等を追加すること、関係行政機関の長の復興大臣の勧告尊重義務を明

記すること、復興庁に置く副大臣を１人から２人にするとともに、大臣政務官は他の府省の大臣政

務官が兼ねることができることとすること、附則において、この法律の施行状況の検討規定及び国

会への報告規定を設けることを主な内容とする修正が行われた。

【附帯決議】(23.12.8東日本大震災復興特別委員会議決)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について万全を期すべきである。

一、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る修正が行われた趣旨

に鑑み、復興に関する事業については、基本的に復興庁が、予算の要求、計上、配分などを一元

的に行うとともに、事業の統括、監理を積極的に実施すること。

二、復興に関する事業のうち、復興庁が一括して要求する事業として政令で定めるものの範囲につ

いては、関係地方公共団体の要望に的確に応えられるよう、被災地や被災者に直接役立つ事業を

幅広く対象とすること。

三、復興庁の本庁の所在地については、復興庁には、関係行政機関との調整、立法府への対応など

も考慮しなければならない一方、被災自治体から被災地に設置するよう強い要望があるとともに、

復興庁に被災地において被災自治体や被災者と身近に向き合う機能が求められていることを十分

踏まえて検討すること。

四、復興の主体である市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるよう支援するため、復興局に相応

の権限を付与するとともに、被災市町村からの要望を一元的に受理させ、責任を持ってワンストッ

プで対応させること。

五、復興局は、市町村の意向を踏まえ、各府省が持つ人材、ノウハウを総合的に活用し、県とも密

接に連携して、必要な措置を講じることにより、復興の主体である市町村を強力に支援すること。

六、沿岸部で甚大な被害を被った市町村が所在し、復興局から距離が遠いなどの事情を有する地域

については、支所を設置し、支所においては、現地の相談や要望に適切に対応すること。

七、復興大臣の勧告権について各府省の尊重義務が明記されたことを踏まえ、復興大臣は、勧告権



を背景とした強力な総合調整を行い、縦割りの弊害を打破し、迅速かつ円滑に復興を推進するこ

と。

八、岩手県、宮城県及び福島県以外の被災地域についても、被災自治体に対する支援等を確実に行

えるよう、被災自治体の意見を聞きながら、十分な体制を構築すること。

九、地域の復興は、市町村のみならず、地域の住民、農業者、漁業者、企業、ＮＰＯ等の多様な主

体が協働して行うことが必要であることから、復興庁、復興局及び支所は、被災地、被災者のニー

ズを的確に把握するとともに、現地において国、地方公共団体、民間事業者その他の多様な復興

の推進主体が意見交換し、具体的な復興事業に結び付けていくことができる場などを柔軟に構成

するなど、復興事業を迅速かつ円滑に推進できる十分な体制を構築すること。

十、被災自治体が行う復興計画の策定・実行への助言や被災自治体のニーズへのワンストップ対応

等を実現するため、復興庁及び復興局の職員には、各府省の制度や復興施策に詳しく情熱ある人

材を確保すること。また、自治体職員、定年退職者や民間からの人材も活用すること。

十一、縦割りを排除し、復興局を中心に迅速かつ円滑に復興を推進していくため、必要に応じて国

の関係地方行政機関の職員等を復興局の職員に併任することを検討すること。

十二、復興推進委員会の委員の人選に際しては、地域、年齢、性別などを考慮し、多様な意見を反

映できるように検討すること。

十三、復興の前提となる災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物

の処理については、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を

通じた新たな知見を最大限活用して速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と

連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。

十四、復興庁設置法成立後、速やかに所要の準備を進め、遅くとも平成24年３月11日までには復興

庁を発足させること。

十五、平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律等原発事故による被害者の権利

を擁護するための法律を遅滞なく執行すること。特に、東京電力株式会社による賠償の遅滞又は

不足に対しては、国の仮払いを積極的に検討するとともに、賠償の対象から漏れた者に基金の活

用を検討すること。

十六、子供や妊婦への詳細な健康診断等の原発事故による被害者に対する施策を迅速に推進するこ

と。

十七、復興の状況を毎年国会に報告する規定が新設された趣旨に鑑み、復興の状況を国民に周知す

ることを通じて、重要課題である復興を強力に推進すること。

右決議する。

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第９号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設

計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことがで

きる期間を延長しようとするものである。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法

律案（閣法第10号）

（衆議院 23.12.1可決 参議院 12.1財政金融委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災（以下「大震災」という。）の被災者等の負担の軽減及び大震災から

の復興に向けた取組の推進を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を定めるものであり、



その主な内容は次のとおりである。

一、所得税

１ 大震災により、所有する住宅が居住の用に供することができなくなった者が、住宅の再取得

等をした場合の再取得等住宅に係る住宅ローン控除について、借入金の年末残高の限度額及び

控除率を拡充する等、住宅ローン控除の特例を設ける。

２ 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の有する土地等について

換地を定めない代わりに代替住宅等を取得した場合には、課税の繰延べを適用する等、土地等

の譲渡所得の課税の特例を講ずる。

二、法人税

１ 復興産業集積区域内に新設され、指定を受けた法人について、所得金額を限度として積み立

てる再投資等準備金制度及び再投資等を行った事業年度における特別償却制度を創設し、新規

立地新設企業を５年間無税とする。

２ 特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に

供した場合には、５年間、普通償却限度額の50％の割増償却を認める。

三、資産税

１ 事業承継税制（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）について、認定会社が

大震災により受けた被害の態様に応じ、雇用の確保が困難となった場合の要件を緩和する等の

措置を講ずる。

２ 住宅用家屋が大震災により滅失等した者が、その直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け

て住宅用家屋の取得等をした場合に、1,000万円まで非課税とする。

３ 原発警戒区域内に所在する建物の建替え等に係る所有権の保存登記等について、登録免許税

を免税とする。

四、消費課税等

１ 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付の適用対象に、大震災により滅失等した二輪車等

を追加する。

２ 大震災により甚大な被害を受けた中小零細な清酒等の製造者が移出する清酒等について、一

定の要件の下、酒税を軽減する。

３ 被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に

関する契約書等について、印紙税を非課税とする。

五、施行期日

この法律は別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。

なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、600億円程度である。

【附帯決議】(23.12.6財政金融委員会議決)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 東日本大震災からの復興と被災者の生活再建に資する観点から、震災特例税法の執行に当たっ

ては、税制上の手続等をより簡便かつ公平に行い、被災地間で運用上の差異が生じないよう、十

分に配慮すること。

右決議する。

地方税法の一部を改正する法律案（閣法第11号）

（衆議院 23.12.1可決 参議院 12.1総務委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の

推進を図るため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得

税に係る特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、固定資産税及び都市計画税



１ 東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失・損壊し、又は土

地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する土地

及び家屋に対しては、固定資産税及び都市計画税を課することが適当と認める土地及び家屋と

して市町村長が指定して公示したものを除いて、平成24年度分の固定資産税及び都市計画税を

課さないものとする措置を講ずる。

２ 警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該

区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する土地及び家屋に対して

は、平成24年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。

二、個人住民税

所有する居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者が、住宅

の再取得等をした場合において所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例の適用

を受けたときは、現行の個人住民税における住宅ローン控除の対象とする。

三、不動産取得税

東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地や警戒区域設定指示

の対象となった区域内に所在する農用地の所有者等がこれに代わる農用地を取得した場合に、当

該被災農用地又は警戒区域内農用地の面積相当分について不動産取得税を課さないようにする特

例措置を講ずる。

四、施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。

裁判所法の一部を改正する法律案（閣法第12号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制

度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じようとするも

のである。

刑法等の一部を改正する法律案（閣法第13号）(先議)

（参議院 23.11.21法務委員会付託 12.2本会議可決 衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、近年、犯罪者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、犯罪者が再び犯罪

をすることを防ぐため、前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者等について、刑の一部の執

行を猶予することを可能とする制度を導入するとともに、保護観察等の充実強化を図るため、地域

社会の利益の増進に寄与する社会的活動を行うことを保護観察の特別遵守事項に加える等の規定を

整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

第一 刑法の一部改正

一 刑の一部の執行猶予

１ 次に掲げる者が３年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合に、犯情の軽重及び犯人の

境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当で

あると認められるときは、１年以上５年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することが

できる。

ア 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

イ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

ウ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の

免除を得た日から５年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

２ 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、そのうち執行が猶予されなかった部



分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなく

なった日から、その猶予の期間を起算する。

二 保護観察

刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、猶予の期間中保護観察に付することが

できる。

三 刑の一部の執行猶予の取消し

刑の一部の執行猶予の言渡しの取消事由についての規定を設ける。

四 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑

を執行が猶予されなかった期間を刑期とする懲役又は禁錮の刑に減軽するとともに、この場合

においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日に

おいて、刑の執行を受け終わったものとする。

第二 恩赦法の一部改正

刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者に対する減刑及び刑の執行の免除についての規定を

整備する。

第三 更生保護法の一部改正

一 特別遵守事項の一部改正

特別遵守事項の類型に、地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと

を加える。

二 特別遵守事項の特則

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第４条第１項の規定に

より保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する特別遵守事項の特則についての規定を整

備する。

三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則

規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その依存の改善に資す

る医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関等との緊密な連携を確保しつつ実施

しなければならない。

四 住居の特定

地方更生保護委員会は、保護観察付一部猶予者について、猶予の期間の開始の時までに、生

活環境の調整による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもっ

て、その者が居住すべき住居を特定することができる。

第四 施行期日等

一 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第三の一の規定は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。

二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整

備を行う。

【「刑法等の一部を改正する法律案｣及び｢薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予

に関する法律案｣附帯決議】(23.12.1法務委員会議決)

政府は、両法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 更生保護の責務は国が負うべきものであることを踏まえ、両法の施行までに、施設内処遇と社

会内処遇の有機的な連携を図るために必要な体制整備を計画的に進めるとともに、保護観察官の

専門性の一層の強化及び増員など、国の更生保護体制に関する一層の充実強化を図ること。

二 刑の一部の執行猶予の適用に当たっては、厳罰化又は寛刑化に偏ることがないよう、関係刑事

司法機関とその趣旨について情報の共有化に努めるとともに、両法の適正な運用を図るため、そ

の施行状況を把握する体制を整備すること。

三 薬物事犯者の処遇に当たっては、民間の医療・社会福祉関係機関及び地方公共団体との更なる



連携を強化し、その治療体制の拡充及び地域での効果的なフォローアップなど、改善更生及び再

犯防止の実効性を高めるための施策の充実を図ること。

四 再犯防止及び社会復帰を図る上で、保護司や民間の自立更生支援団体等の担う役割は大きく、

その機能の拡充が緊要となっていることに鑑み、その支援体制の確立及び十分な財政措置を講ず

るとともに、保護観察等における緊密な連携強化を図っていくこと。

五 社会貢献活動については、どのような活動・期間が再犯防止等に有効か十分検証を行い、民間

の自立更生支援団体等とも緊密な連携を図るとともに、地域住民等関係者の不安を払拭するため、

効果的な体制を設けること。

六 再犯を防止するためには、刑務所出所者等の就労の促進安定が効果的であることに鑑み、昨今

の厳しい雇用・経済情勢に対応したよりきめ細やかな就労支援・雇用確保を一層推進していくこ

と。

七 政府のこれまでの再犯防止施策について適正な評価を行うとともに、両法の対象とならなかっ

た事犯者の再犯防止等を図るため、諸外国で導入されている保護観察の充実強化策の例も踏まえ

ながら、引き続き有効な施策を研究調査し実施できるよう努めること。

八 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予が、刑事施設における処遇に引き続き保

護観察処遇を実施することによりその再犯を防ぐためのものであることを踏まえ、本制度の施行

後、薬物使用等の罪を犯した者の再犯状況について当委員会に報告するとともに、より充実した

制度にするための検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

九 東日本大震災の被災地においては、多数の保護司等が活動困難な状態に陥っていることに鑑み、

その更生保護体制について、保護司の充足に加え、地方公共団体及び医療・社会福祉関係機関等

との連携体制の整備に万全を期するとともに、両法の施行に当たっては、被災地の状況に十分配

慮すること。

右決議する。

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案（閣法第14号）(先

議)

（参議院 23.11.21法務委員会付託 12.2本会議可決 衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、

刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者

が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しを

することができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察等について刑法の特則を定めようとするも

のであり、その主な内容は次のとおりである。

一 趣旨

この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における

処遇に引き続き社会内における処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善する

ことが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、

その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、

刑法の特則を定める。

二 刑の一部の執行猶予の特則

薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について３年以下の懲役又は禁錮

の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設

における処遇に引き続き社会内においても規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施す

ることが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、

１年以上５年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

三 刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則



二の者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、猶予の期間中保護観察に付するものとす

る。

四 施行期日等

１ この法律は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

２ この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

【附帯決議】(23.12.1法務委員会議決)

刑法等の一部を改正する法律案（閣法第13号）と同一内容の附帯決議が行われている。

国民年金法の一部を改正する法律案（閣法第15号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国民年金の第三号被保険者に関する記録の不整合に対処するため、届出の行われた

不整合期間について、老齢基礎年金等の受給資格期間に算入することができる期間とみなすほか、

本人の希望により当該不整合期間に係る特定保険料を納付することを可能とする等の措置を講じよ

うとするものである。

労働安全衛生法の一部を改正する法律案（閣法第16号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健

康の一層の確保を図るため、労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実するとともに、職

場における受動喫煙の防止のために必要な措置を強化する等の措置を講じようとするものである。

賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て

行為の規制等に関する法律案（第174回国会閣法第36号）（先議）
（参議院 第174回国会22.4.21本会議可決 衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関して不当な行為が発生していること等に

かんがみ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業及び家賃等弁済情報提供事業の

登録制度の創設、家賃関連債権の取立てに関する不当な行為の禁止等の措置を講じようとするもの

であり、その主な内容は次のとおりである。

一、家賃債務保証業の登録制度の創設

１ 家賃債務保証業（賃借人の委託を受けて家賃の支払に係る債務を保証することを業として行

うことをいう。）を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

２ １の登録を受けた家賃債務保証業者に対して、保証委託契約（当該業者が賃借人と締結する

契約であって、当該業者が賃借人の家賃債務を保証することを賃借人が委託する内容のものを

いう。）の締結前及び締結時に、保証期間・保証金額等の内容を記載した書面を契約の相手方

に交付することを義務付けるほか、業務に関して、無登録営業の禁止、名義貸しの禁止、暴力

団員等の使用の禁止、誇大広告の禁止、帳簿の備付け等に係る規制を行う。

３ １の登録手続、登録拒否要件、国土交通大臣の監督等に係る所要の規定を設ける。

二、家賃等弁済情報提供事業の登録制度の創設

１ 家賃等弁済情報提供事業（家賃債務等の過去の弁済に関する情報（家賃等弁済情報）を収集

し、賃貸住宅の賃貸借契約を締結しようとする者等に提供する事業（データベース事業）をい

う。）を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

２ １の登録を受けた家賃等弁済情報提供事業者（以下「登録事業者」という。）に対して、事

業の開始前に業務規程を国土交通大臣に届け出ることを義務付けるほか、業務に関して、家賃



等弁済情報の本人への開示義務、秘密を守る義務、記録の保存等に係る規制を行う。

３ 登録事業者に家賃等弁済情報の提供をする者に対して、あらかじめ当該家賃等弁済情報に係

る賃借人の同意を得ることを義務付ける。

４ 登録事業者に家賃等弁済情報の提供を依頼する者に対して、あらかじめ当該家賃等弁済情報

に係る賃借人の同意を得ることを義務付けるほか、提供を受けた家賃等弁済情報の目的外利用

を禁止する。

５ １の登録手続、登録拒否要件、国土交通大臣の監督等に係る所要の規定を設ける。

三、家賃関連債権の取立てに関する不当な行為の禁止

家賃債務保証業者、賃貸事業者、賃貸管理業者など家賃関連債権の取立てをする者は、当該取

立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平

穏を害するような言動をしてはならない。

１ 賃貸住宅の出入口の戸の鍵の交換等

２ 賃貸住宅内の物品の持ち出し等

３ 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯における訪問・電話等

４ 賃借人等に対し１から３の言動をすることを告げること

四、罰則について所要の規定を設ける。

五、この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案（第174回国会閣

法第49号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、

意見聴取のための手続の整備等の措置を講じようとするものである。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の

一部を改正する法律案（第174回国会閣法第60号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

近年における労働者派遣事業をめぐる情勢にかんがみ、派遣労働者の保護に資するため、常時雇

用する労働者以外の労働者派遣及び製造業務への労働者派遣を原則として禁止するとともに、派遣

労働者の保護及び雇用の安定のための措置等を講じようとするものである。

郵政改革法案（第176回国会閣法第１号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、郵政改革について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、

郵政事業の実施主体の再編成、当該再編成後の実施主体に関して講ずる措置その他郵政改革の実施

に必要な事項を定めようとするものである。

日本郵政株式会社法案（第176回国会閣法第２号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、郵政改革を実施するため、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役

務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつ



あまねく全国において公平に利用できるよう、日本郵政株式会社の目的及び業務の範囲を改め、郵

便局の設置について定める等の措置を講じようとするものである。

郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（第176

回国会閣法第３号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴い、郵政民営化法、郵便事業株式会

社法、郵便局株式会社法等を廃止するとともに、関係法律の規定の整備を行おうとするものである。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案（第176回国会閣

法第４号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等

の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするもので

ある。

地球温暖化対策基本法案（第176回国会閣法第５号）
（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策に関し、基本原則と各主体の責務

を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球

温暖化対策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、地球温暖化対策の基本原則として、豊かな国民生活と産業の国際競争力が確保された経済の持

続的な成長を実現しつつ行うべきこと、国際的協調の下に積極的に推進することのほか、研究開

発とその成果の普及、温暖化の防止等に資する産業の発展及び就業機会の増大、雇用の安定、エ

ネルギー政策との連携、事業者及び国民の理解を得ること等について規定する。また、基本原則

を踏まえ、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定める。

二、我が国の温室効果ガスの排出量削減に関する中期的な目標について、すべての主要国による公

平かつ実効性ある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、平成32年までに

平成２年比で25％削減の達成を目指すこととする。また、長期的な目標について平成62年までに

平成２年比で80％削減の達成を目指すこととする。さらに、再生可能エネルギーの供給量に関す

る中期的な目標について、平成32年までに一次エネルギー供給量の10％に達することを目標とす

るものとする。

三、政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めることとす

る。

四、国が講ずべき基本的施策として、国内排出量取引制度を創設することとし、必要な法制上の措

置について、法施行後１年以内に成案を得ることとする。また、地球温暖化対策のための税につ

いて、平成23年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うこととする。さらに、再生可能エ

ネルギーの全量固定価格買取制度を創設することとする。このほか、原子力に係る施策、エネル

ギー使用の合理化の促進、交通に係る施策、革新的な技術開発の促進、教育・学習の振興等の施

策を行うこととする。

五、この法律は、公布の日から施行する。ただし、温室効果ガスの排出量削減に関する中期的な目

標に関する規定については、すべての主要国が公平かつ実効性ある国際的な枠組みを構築すると

ともに、意欲的な目標について合意をしたと認められる日以後の政令で定める日から施行する。



経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律案（第177回国会閣法第２号）

（衆議院 23.11.24修正議決 参議院 11.25財政金融委員会付託 11.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、法人税率の引下げ、

納税環境の整備等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、法人課税

１ 国税と地方税を合わせた法人実効税率を５％引き下げるため、法人税率を30％から25.5％へ

4.5％引き下げる。

２ 中小法人に対する軽減税率（中小企業者等の法人税率の特例）を18％（本則22％）から15％

（本則19％）へ３％引き下げる。

３ 法人実効税率の引下げとあわせ、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほ

か、減価償却の見直しや大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限等を行う。

二、納税環境整備

税務調査手続の法令上の明確化、更正の請求期間の延長等及び処分の理由附記の実施等を行う。

三、その他

既存の租税特別措置の整理合理化を行うほか、所要の措置を講ずる。

四、施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。

なお、第177回国会において、この法律の題名を改め、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対

応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に規定される措置に関する改

正規定を削除する等の内閣修正が、また、今国会において、施行期日等を修正し、国税通則法改正

に係る一部の規定を削除する等の内閣修正が、それぞれ行われている。さらに、衆議院において、

所得税の諸控除の見直し、相続税の基礎控除・税率構造の見直し及び地球温暖化対策のための課税

の特例の創設等の措置を削除する修正が行われている。

また、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約7,300億円である。

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法

律案（第177回国会閣法第４号）

（衆議院 23.11.24修正議決 参議院 11.25総務委員会付託 11.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、個人住民税における

退職所得の10パーセント税額控除廃止、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備等を行おうとす

るものである。

なお、第177回国会において、この法律の題名を改めるとともに、期限の到来する税負担軽減措

置等をはじめとして、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措置に

ついて削除する等の内閣修正が、また、今国会において、施行日等について所要の修正を加えると

ともに、地方税に関する税務調査手続の見直しに関する改正規定中新たな税務調査手続の追加に係

る規定について削除する等の内閣修正がそれぞれ行われた。

また、衆議院において、法律の題名を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため

の地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」に改めるとともに、

個人住民税における扶養控除の見直しに関する規定を削除する等の修正が行われた。

防衛省設置法等の一部を改正する法律案（第177回国会閣法第21号）

（衆議院 第177回国会23.5.31可決 参議院 8.30外交防衛委員会付託 審査未了）



【要旨】

本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、防衛審議官の新設、

防衛医科大学校の看護師養成課程の新設、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における

物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定等の実施に係る

措置等について所要の規定を整備しようとするものである。

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案（第177回国会閣法第22号）

（衆議院 23.12.1修正議決 参議院 12.1厚生労働委員会付託 12.7本会議可決）

【要旨】

本法律案は、基礎年金に係る国庫負担割合について、平成23年度において２分の１とする等のた

め、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

第一 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

一 国庫は、平成23年度については、３分の１に1000分の32を加えた率（以下「36.5パーセント」

という。）の国庫負担割合に基づく負担額のほか、東日本大震災からの復興のための施策を実

施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入金を活用

し、当該額と２分の１の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担するものと

する。

二 平成24年度から所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号）附則の規定に従っ

て行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度の前年度までの間

の基礎年金の国庫負担については、必要な税制上の措置を講じた上で、国庫が36.5パーセント

の国庫負担割合に基づく負担額と２分の１の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担する

よう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

三 老齢基礎年金の額の計算に関し、平成23年度に係る保険料免除期間について、保険料全額免

除期間の月数を保険料納付済期間の月数の２分の１と算定する等の措置を講ずる。

第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律等の一部改正

国家公務員共済組合制度等について、第一の一及び二の改正に準じた改正を行う。

第三 施行期日

この法律は、公布の日から施行する。

なお、第一の一の平成23年度の国庫負担割合を２分の１とするための財源に関する規定について、

第177回国会及び第179回国会において内閣修正が行われ、東日本大震災からの復興のための施策を

実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入金を活用す

ることとされた。また、衆議院において、第一の二の平成24年度からの国庫負担割合を２分の１と

するための財源に関する規定について、「必要な税制上の措置を講じた上で」とする旨の修正が行

われた。

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案（第177回国会閣法第26

号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進す

るため、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針の策定並びに特

定多国籍企業が作成する研究開発事業計画及び統括事業計画の認定について定め、これらの計画に

基づく事業の実施について、外国為替及び外国貿易法、中小企業投資育成株式会社法、特許法等の

特例措置を講じようとするものである。

交通基本法案（第177回国会閣法第33号）



（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際

交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経

済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、交通に関する施策につい

て、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国、地方公共団体、交通関連

事業者、交通施設管理者及び国民の責務を明らかにすることにより、交通安全対策基本法と相まっ

て、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進する等の措置を講じようとするものである。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案（第177回国会閣法

第60号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度を充実した内容のものとす

るため、開示情報の拡大、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制

度の強化等の所要の措置を講じようとするものである。

国家公務員法等の一部を改正する法律案（第177回国会閣法第74号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹

部人事の一元管理等に係る所要の措置を講ずるとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を

図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、併せて、自律的労使関係制

度の措置に伴う人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置

等の所要の措置を講じようとするものである。

国家公務員の労働関係に関する法律案（第177回国会閣法第75号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国家公務員制度改革基本法第12条に基づき自律的労使関係制度を措置するため、非

現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び

手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定めようと

するものである。

公務員庁設置法案（第177回国会閣法第76号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国家公務員制度改革基本法に基づき自律的労使関係制度を措置するため、国家公務

員の任免、勤務条件等に関する制度並びに団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員

の人事行政に関する事務等を担う公務員庁を設置しようとするものである。

国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（第

177回国会閣法第77号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公



務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、関係法律の規定

の整備を行おうとするものである。

国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案（第177回国会閣法第78号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の

削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員に対する給与の支

給に当たって、平成26年３月31日までの間減額して支給する措置を講じようとするものである。

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案（第177回国会閣法第79号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、一般の政府職員の給与に関する臨時特例が定められることに伴い、裁判官の報酬に

関する臨時特例を定めようとするものである。

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案（第177回国会閣法第80号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、一般の政府職員の給与に関する臨時特例が定められることに伴い、検察官の俸給に

関する臨時特例を定めようとするものである。



本院議員提出法律案

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案（参第１号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、国会議員の歳費月額及び期末手当の額を、当分の間、それぞれ３割及び５割削減し

ようとするものである。

国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案

（参第２号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、我が国の厳しい財政状況に対処する必要性に鑑み、当分の間の措置として国家公務

員の給与の減額措置を定めるとともに、国家公務員の人件費の総額を100分の20以上削減するため、

退職手当制度、給与制度等に関し政府が講ずべき措置について定めようとするものである。

雨水の利用の推進に関する法律案(参第３号)

（参議院 23.12.7国土交通委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となってい

ることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水

資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、

雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な

事項を定めようとするものである。

特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民等

の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案（参第４号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故に

より放出された放射性物質による著しい汚染が相当範囲にわたって生じており、当該汚染の除去が

容易でない土地等の存在が見込まれること等に鑑み、当該汚染に係る対策に関する国の社会的な責

任と果たすべき役割を踏まえ、特定原子力被災地域における今後の土地等の利用に関する施策及び

これに関連して必要となる地域住民その他の関係者の生活再建等の促進に資する施策について、国

の積極的な取組による推進に関する事項を定めようとするものである。

エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法

律案（参第５号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、エネルギー基本計画の変更に係る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本

計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続に

ついての国民投票等について定めようとするものである。

実用発電用原子炉等の運転の再開についての関係都道府県知事の同意及びこれに係る住民



投票に関する法律案（参第６号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、定期検査の後の実用発電用原子炉等の運転の再開について関係都道府県知事の同意

を得ることとするとともに、当該同意に係る住民投票に関する事項について定めようとするもので

ある。

平成二十三年東京電力原子力事故に係る健康調査等事業の実施等に関する法律案（参第７

号）
（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、平成23年東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに関し、周辺住民等の不安

の解消及び継続的な健康管理を図り、併せて放射線が人の健康に与える影響に関する科学的知見の

充実及び活用を図るため、健康調査等事業を実施するとともに、健康調査の結果の施策への反映等

について定めようとするものである。

放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案（参第８号）

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

放射線業務従事者の安全と健康を確保することの重要性に鑑み、放射線業務従事者の放射線によ

る障害を防止することに資するため、放射線障害防止関係法令の規定に基づき測定され又は記録さ

れた放射線業務従事者の業務上受けた放射線の線量に関する情報を適正に管理することにより、放

射線業務従事者の被ばく線量の把握を容易にしようとするものである。

インド洋におけるテロ対策海上阻止活動及び海賊行為等対処活動に対する補給支援活動の実

施に関する特別措置法案（第176回国会参第１号）

（参議院 第176回国会22.12.2外交防衛委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶並びにソマリア沖における海賊行為等

の抑止等のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平

和及び安全の確保に資するため、テロ対策海上阻止活動又は海賊行為等対処活動を行う諸外国の軍

隊等に対する自衛隊による補給支援活動の実施に関する規定を整備しようとするものである。

子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案（第176回国会参第３号）
（参議院 第176回国会22.12.2厚生労働委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、子宮頸がんの罹患が女性の生活の質に多大な影響を与えるものであり、近年の子宮

頸がんの罹患の若年化の進行が当該影響を一層深刻なものとしている状況及びその罹患による死亡

率が高い状況にあること並びに大部分の子宮頸がんにヒトパピローマウイルスが関与しており、予

防ワクチンの接種及び前がん病変の早期発見と早期治療等の適時かつ適切な予防措置を講ずること

により相当程度の高い確率で子宮頸がんを予防することができることが科学的に解明されているこ

とを踏まえ、子宮頸がんに対するがん対策として、早急に子宮頸がん予防措置を普及することが極

めて重要であることにかんがみ、子宮頸がんの確実な予防を図るため、子宮頸がん予防方針の策定、

子宮頸がん予防措置の実施の推進のために講ずる具体的な施策等について定めようとするものであ

る。



郵政民営化の確実な推進のための日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株

式の処分の停止等に関する法律を廃止する等の法律案（第176回国会参第４号）
（参議院 第176回国会22.12.3総務委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、郵政民営化について平成21年10月20日の閣議決定に基づく見直しに係る措置が講じ

られていること等により郵政民営化の進捗が滞る事態が生じていることにかんがみ、これを確実に

推進するため、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する

法律を廃止するとともに、当該閣議決定に基づく郵政民営化の見直しに係る措置の中止等について

定めようとするものである。

会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案（第177回国

会参第７号）

（参議院 第177回国会23.8.26決算委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、国の適正な予算の執行の確保に資するため、会計検査院に、不当事項への対処に関

する検査を行わせ、当該検査の結果を検査報告に掲記させることとするとともに、予算執行職員が

その義務に反して支出等の行為をした場合における会計検査院による懲戒処分要求制度を強化しよ

うとするものである。

国家公務員等が不正に資金を保管するために虚偽の請求書の提出を要求する行為等の処罰

に関する法律案（第177回国会参第８号）

（参議院 第177回国会23.8.26決算委員会付託 継続審査）

【要旨】

国家公務員、地方公務員等が国、地方公共団体等の支出に関し虚偽の請求書の提出を要求する行

為等を処罰しようとするものである。

原子力発電所等の緊急安全評価等に関する法律案（第177回国会参第10号）
（参議院 第177回国会23.8.30経済産業委員会付託 継続審査）

【要旨】

本法律案は、東北地方太平洋沖地震による災害に伴う原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害

を防止するため、原子力発電所等の緊急安全評価を行うこと等について定めようとするものである。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案（第177回国会参第12号）
（参議院 第177回国会23.7.29本会議修正議決 衆議院 11.15修正議決 参議院 11.16東日本大震

災復興特別委員会付託 11.21本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止

することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するように

するため、対象事業者に対し、債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする法人

として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「機構」という。）を設立しようとする

ものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、機構の組織・体制

１ 機構は、主務大臣の認可により一を限って設立する株式会社とし、預金保険機構及び農水産

業協同組合貯金保険機構を通じて国等による資本金の組成を行う。

２ 機構の資金借入れ等について、政府保証を付することができる。

二、対象事業者



再生支援を受けることができる対象事業者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより

過大な債務を負っている事業者（農林水産業者、医療法人等を含む。）であって、被災地域にお

いて債権者等と協力してその事業の再生を図ろうとするものとする。

三、機構の業務

１ 機構は、支援決定を行った対象事業者に対して、リース業者を含む金融機関等が有する債権

の買取り、資金の貸付け、債務保証、出資、専門家の派遣、担保財産の取得等により、その事

業の再生を支援する。

２ 機構は、原則として、機構成立の日から５年以内に支援決定を行うとともに、支援決定から

15年以内に事業者に対する再生支援を完了するよう努める。

３ 再生支援の決定等を行うに際して従うべき支援基準を主務大臣が定めるに当たっては、でき

る限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮するとともに、東日本大

震災復興基本方針等との整合性に配慮しなければならない。

四、施行期日

この法律は、原則として、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

なお、本法律案については、第177回国会において参議院で修正が行われ、今国会において衆議

院で、機構の業務に関する事項、買取価格等に関する事項、債権の管理及び処分に関する事項、政

策金融機関の協力に関する事項、産業復興相談センター及び産業復興機構との連携に関する事項等

についての修正が行われた。

【附帯決議】(23.11.18東日本大震災復興特別委員会議決)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全の措置を講ずるべきである。

一 本支援機構と各県の産業復興機構とのすみ分けに関し、各県の産業復興機構は各県が実情に応

じて支援対象を決めており、その整理を尊重すること。また、支援機構の債権（リース債権及び

信用保証協会等の求償債権を含む。）の買取業務の対象は、各県の産業復興機構による支援の対

象とすることが困難なものとするとともに、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等

を重点的に対象とし、各県の産業復興機構と相互補完しつつ、支援の拡充を図ること。

二 本支援機構と各県の産業復興機構の運用については、ともに、被災した事業者の事業の再生を

確保するために十分な措置を講ずるとともに、被災事業者の支援、両制度の利用しやすさを第一

に考え、業務運営における密接な連携等を確保すること。

三 支援機構は、被災した事業者の支援に万全を期すため、各県の信用保証協会等が対象事業者の

債務の保証に基づき取得した求償権についても、積極的に買取りに努めること。

四 信用保証協会等は、支援機構による買取り申込み等の求めに応じるよう努めること。また、当

該対象事業者に対する新たな資金の貸付けについて、民間金融機関が自らの責任でも貸付けを行

う際には、当該対象事業者への資金の供給が円滑に行われるよう、当該対象事業者の資金の借入

れに係る債務の保証を行うよう努めること。

五 支援機構は、被災した事業者の債務の負担を軽減しつつその再生を支援するという本法の目的

を十分に踏まえ、適切な担保の評価なども踏まえた債権の買取り並びに当該債権の管理及び処分

（債務の免除、弁済の猶予等を含む。）を行うこと。

六 支援機構の本店所在地については、本法の対象事業者が東日本大震災によって過大な債務を

負っている事業者であり、これら事業者の債務の負担の軽減と事業の再生の支援が早急に求めら

れていることに鑑み、これら事業者にとって利便性の高い地域となるよう検討すること。

七 支援機構は、本法の適切かつ円滑な執行が可能となるよう、必要な体制を整備すること。あわ

せて、政府においても、支援機構の行う業務その他の二重ローン問題への対応の重要性に十分配

慮した定員の確保及び業務処理体制の実現に努めること。

八 政府保証枠を含む予算措置については、支援機構の成立までに、予備費の活用などにより責任

を持って対応すること。



右決議する。

東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法

律案（第177回国会参第16号）
（参議院 第177回国会23.8.19総務委員会付託 8.26本会議可決 衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災の被害が甚大であることから、その被害を受けた市町村に対し、当分

の間の措置として、東日本大震災に係る災害復旧・災害復興のための事業事務（以下「災害復旧復

興事業等」という。）に要する経費に充てるために交付金を交付しようとするものであり、その主

な内容は次のとおりである。

一、災害復旧復興事業等に係る交付金の交付

国は、特定被災市町村（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

第２条第３項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村をいう。以下同じ。）に対し、予

算の範囲内で、災害復旧復興事業等に要する経費の全部又は一部に充てるための交付金を交付す

る。

二、交付金の交付に係る基本方針及び交付金の交付の申請等

１ 総務大臣は、交付金の交付に係る基本方針を定めなければならず、同基本方針には、交付金

を充てる災害復旧復興事業等の範囲、交付金の交付の基準その他の事項を定めるものとする。

２ 交付金の交付を受けて災害復旧復興事業等を実施しようとする特定被災市町村は、１の基本

方針に基づき、都道府県知事を経由して総務大臣に、実施しようとする災害復旧復興事業等を

記載した申請書を提出するものとする。

３ 総務大臣は、２の申請書の提出があった場合は、交付金の交付の対象となる災害復旧復興事

業等（以下「交付金対象事業等」という。）及び交付金対象事業等の全部又は一部に充てる交

付金の総額を決定し、都道府県知事を経由して特定被災市町村に通知する。

４ 特定被災市町村は、基本方針に基づき、交付金対象事業等を一括して事業等実施計画を作成

し、都道府県知事を経由して総務大臣に提出する。

三、その他

１ 交付金は、翌年度以降に繰り越して使用することができる。

２ 実績報告は、事業等実施計画のうちの交付金対象事業等ごとに行うことを要しない。

四、施行期日

この法律は、公布の日から施行する。

東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する

特別の助成措置等に関する法律案（第177回国会参第21号）
（参議院 第177回国会23.8.12文教科学委員会付託 8.22本会議可決 衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に

関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等に

ついて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、国は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等であって政令で定め

るものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で

定めるところにより、その３分の２を補助するものとすること。

二、国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される建物等であって

政令で定めるものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の

設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その３分の２を補助するこ

とができるものとすること。



三、国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る

災害復旧に係る事業であって、政令で定める基準に該当する地方公共団体が助成を行うものにつ

いて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、政令で定めるところにより、交付金を交付する

ものとすること。

四、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校

若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係

る元金の償還又は利息の支払を猶予する等私立学校教育に対する援助に努めるものとすること。

五、政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復

旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

六、この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

るものとすること。

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律等の一部を改正

する法律案（第177回国会参第23号）
（参議院 第177回国会23.8.30農林水産委員会付託 継続審査）

【要旨】

鳥獣による農林水産業や生活環境に係る被害が深刻化している現状に鑑み、その被害の防止に関

する施策の効果的な推進に資するため、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防

止することが困難である場合における市町村長による都道府県知事に対する要請、鳥獣被害対策実

施隊員による緊急的な有害鳥獣の捕獲等、捕獲した鳥獣の食品としての利用、有害鳥獣の捕獲等に

関わる人材の確保、狩猟免許の有効期間の延長、ライフル銃の所持許可の要件の緩和等に関する規

定の整備を行う。



予 算

平成二十三年度一般会計補正予算（第３号）

平成二十三年度特別会計補正予算（特第３号）

平成二十三年度政府関係機関補正予算（機第２号）

（衆議院 23.11.10可決 参議院 11.10予算委員会付託 11.21本会議可決）

【概要】

平成23年10月21日、平成二十三年度第３次補正予算が閣議決定された。同補正予算は、３月11日

に発生した東日本大震災からの本格的な復興に資するために必要となる経費の追加等を行うために

編成された。

歳出面では、１．東日本大震災関係経費として、災害救助等関係経費941億円、災害廃棄物処理

事業費3,860億円、公共事業等の追加１兆4,734億円、災害関連融資関係経費6,716億円、地方交付

税交付金１兆6,635億円、東日本大震災復興交付金１兆5,612億円、原子力災害復興関係経費3,558

億円、全国防災対策費5,752億円、その他の東日本大震災関係経費２兆4,631億円、年金臨時財源の

補てん２兆4,897億円が計上される一方、既定経費の減額として、子ども手当の減額1,155億円、自

衛隊活動経費等の減額294億円、エネルギー対策特別会計への繰入の減額200億円が行われている。

歳入面では、その他収入187億円の増収を見込むほか、公債金について、「東日本大震災からの復興

のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の規定による公債の発行11

兆5,500億円を行うこととしている。

また、２．その他の経費として、台風第12号等に係る災害対策費3,203億円、その他７億円が計

上される一方、東日本大震災復旧・復興予備費の減額2,343億円が行われている。歳入面では、そ

の他収入748億円の増収を見込むとともに、前年度剰余金受入119億円を計上することとしている。

さらに、３．Ｂ型肝炎関係経費として、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等480億円が計上さ

れる一方、既定経費の減額として、年金特別会計業務勘定繰入の減額202億円が行われている。歳

入面では、その他収入279億円の増収を見込んでいる。

以上の結果、一般会計の歳入歳出の純追加11兆6,832億円を加えた補正後の規模は、106兆3,987

億円となった。



 １．東日本大震災関係経費　　 115,687 １．東日本大震災関係経費に充てる歳入 115,687

（１）災害救助等関係経費 941 （１）雑収入 187

　①災害救助費 301 （２）公債金 115,500

　②生活福祉資金貸付事業費 165 ２．その他の経費に充てる歳入 867

 　③被災者緊急支援経費　　　　 475 （１）政府資産整理収入 94

（２）災害廃棄物処理事業費 3,860 （２）雑収入 654

（３）公共事業等の追加 14,734 （３）前年度剰余金受入 119

　①災害復旧等事業費 8,706 ３．Ｂ型肝炎関係経費に充てる歳入 279

　②一般公共事業関係費 1,990 （１）雑収入 279

　③施設費等 4,038

（４）災害関連融資関係経費 6,716

（５）地方交付税交付金 16,635

（６）東日本大震災復興交付金 15,612

（７）原子力災害復興関係経費 3,558

（８）全国防災対策費 5,752

（９）その他の東日本大震災関係経費 24,631

（10）年金臨時財源の補てん 24,897

（11）既定経費の減額 △ 1,648

　①子ども手当の減額 △ 1,155

　②自衛隊活動経費等の減額 △ 294

　③ｴﾈﾙｷﾞｰ対策特別会計の見直し △ 200

２．その他の経費 867

（１）台風第12号等に係る災害対策費 3,203

（２）その他 7

（３）東日本大震災復旧・復興予備費の減額 △ 2,343

３．Ｂ型肝炎関係経費 279

（１）特定Ｂ型肝炎ｳｲﾙｽ感染者給付金等 480

（２）年金特別会計業務勘定繰入の減額 △ 202

　　歳出計 116,832 　　歳入計 116,832

歳出 歳入

平成二十三年度第３次補正予算のフレーム

（単位：億円）



条 約

経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

（閣条第１号）(先議)
（参議院 23.11.21外交防衛委員会付託 11.30本会議承認 衆議院 12.9承認）

【要旨】

この協定は、我が国とペルーとの間において、物品及び国境を越えるサービスの貿易の自由化及

び円滑化を進め、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内

容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、2011年(平成23年)５月31

日に東京で署名されたものである。

この協定は、前文、本文225箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成ってい

るほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。

一、両締約国は、自由貿易地域を設定する。

二、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、

関税を撤廃し、又は引き下げる。

なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。

１ 我が国による関税撤廃等の主要品目

イ 農林水産品

アスパラガス（生鮮のもの）、製材等について、関税を即時撤廃。アメリカおおあかいか、

アスパラガス調製品等について、協定発効後10年間で関税を撤廃。一部の鶏肉及び鶏肉調製

品並びに飲料用のとうもろこし等について、関税割当てを設定

ロ 鉱工業品

ほぼ全ての品目について、関税を即時撤廃

２ ペルーによる関税撤廃等の主要品目

イ 農林水産品

清酒等について、関税を即時撤廃。柿について、協定発効後５年間で関税を撤廃。ながい

も、梨等について、発効後７年間で関税を撤廃。りんご、緑茶等について、発効後15年間で

関税を撤廃

ロ 鉱工業品

乗用車について、協定発効後４年間から９年間で関税を撤廃。二輪車について、発効後５

年間から９年間で関税を撤廃。伝動軸について、関税を即時撤廃。サスペンション、ガスケッ

ト、強化ガラス等について、発効後３年間から10年間で関税を撤廃。鉄鋼製のボルト及びナッ

トについて、発効後４年間で関税を撤廃。テレビ、ブルーレイディスクレコーダー等につい

て、関税を即時撤廃。リチウムイオン電池、鉛蓄電池等について、発効後９年間で関税を撤

廃。医薬品について、発効後５年間から10年間で関税を撤廃。ボールペンについて、発効後

10年間で関税を撤廃

三、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられ

る二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。なお、輸出締約国が予め認定

した輸出者については、自ら原産地を申告することを認める。

四、日本国とペルー共和国との間の投資協定は、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。

五、両締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定及び貿易の技術的障害に関する協定に基づ

く権利及び義務を再確認する。

六、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国

待遇を与える。

七、一方の締約国は、他方の締約国の商用目的の国民であって、現行の出入国管理に関する措置に

適合するものに対し、入国及び一時的な滞在を許可する。



八、一方の締約国は、政府調達に関する措置について、他方の締約国の物品及びサービスに対し、

並びに他方の締約国の供給者で他方の締約国の物品及びサービスを提供するものに対し、内国民

待遇を与える。

九、両締約国は、知的財産の十分にして、効果的なかつ無差別な保護を確保し、知的財産権を行使

するための措置をとり、並びに知的財産に関する制度の運用における効率性及び透明性を促進す

る。

十、各締約国は、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。

十一、一方の締約国は、自国の法令に従い、自国の区域内で事業活動を遂行する他方の締約国の者

のためのビジネス環境を一層整備するために適切な措置をとる。

十二、両締約国は、貿易及び投資の促進、製造業等の分野において相互の利益に資する協力を促進

する。

十三、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告す

る外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後２番目の月の初日に効力を生ずる。

経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結

について承認を求めるの件（閣条第２号）(先議)

（参議院 23.11.21外交防衛委員会付託 11.30本会議承認 衆議院 12.9承認）

【要旨】

この改正議定書は、2005年(平成17年)に効力を生じた現行の経済上の連携の強化に関する日本国

とメキシコ合衆国との間の協定について、両国間で物品の貿易の更なる自由化及び円滑化を目指し

た改正交渉が行われた結果、2011年(平成23年)９月22日にメキシコ市において署名されたものであ

る。

この改正議定書は、前文、本文６箇条及び末文並びに改正議定書の不可分の一部を成す付表から

成り、主な内容は次のとおりである。

一、現行協定で定める原産地証明書に加え、認定輸出者による原産地申告を原産地証明とする。

二、我が国は、牛肉、豚肉及び鶏肉に関し、関税割当数量を協定発効後12年目(2016年)までに段階

的に拡大し、鶏肉の枠内税率を平成22年度初めの実行最恵国税率から当該実行最恵国税率の42

パーセントを減じて得た税率とする。また、オレンジに関し、関税割当数量を８年目(2012年)か

ら12年目までの各年についてそれぞれ4,100トンとするとともに、枠内税率を12年目までに段階

的に削減し、12年目の６月１日から11月30日までは５パーセント、12月１日から翌年５月31日ま

では10パーセントとする。さらに、オレンジジュースに関し、関税割当数量を８年目の6,800ト

ンから毎年300トンずつ拡大し、12年目については8,000トンとするとともに、枠内税率を段階的

に削減し、12年目には5.3パーセントから7.4パーセント又は１キログラムにつき５円70銭の従量

税率のいずれか高い方とする。

我が国は、アガベシロップ（りゅうぜつらんから作られる果糖水）について関税割当ての設定

を約束し、その割当数量は、８年目の50トンから毎年10トンずつ拡大し、12年目については90ト

ンとする。枠内税率は、25パーセント又は１キログラムにつき12円50銭の従量税率のいずれか高

い方とする。

三、メキシコは、一部の自動車部品、インクジェットプリンタ用紙及びみかんについて、2012年４

月１日に関税を撤廃する。また、りんご及び緑茶について関税割当ての設定を約束し、その割当

数量は、８年目から12年目までの各年についてそれぞれ500トンとし、枠内税率は、輸入時の実

行最恵国税率から当該実行最恵国税率の50パーセントを減じて得た税率とする。

原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締

結について承認を求めるの件（第177回国会閣条第２号）
（衆議院 23.12.6承認 参議院 12.6外交防衛委員会付託 12.9本会議承認）



【要旨】

この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とロシアとの間の協力のための法的枠組みを提供

するものであり、2009年(平成21年)５月12日に東京で署名された。この協定は、前文、本文18箇条

及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書Ａ、Ｂ及びＣから成り、主な内容は次のとお

りである。

一、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、協定に基づいて移転された核物質

等は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、

いかなる軍事的目的のためにも使用されない。

二、この協定の適用を受ける核物質は、日本国内においては、日本と国際原子力機関との間の保障

措置協定の適用を受ける。ロシア国内においては、原則として、ロシアと国際原子力機関との間

の保障措置協定に規定する保障措置の適用上国際原子力機関が選択している施設に置くものと

し、又は、保障措置に関する補助的措置であって両締約国政府が書面により合意するものが適用

されることを条件として、当該保障措置の適用上適格性を有するが国際原子力機関が選択してい

ない施設に置くことができる。

三、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射

線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及

び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が遵守されることを確保する。

四、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの採用した基準（少なく

ともこの協定の附属書Ｃに定める水準の防護を実現するものに限る。）に従って防護の措置を維

持する。

五、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られ

る場合を除くほか、受領締約国の管轄の外（供給締約国の管轄内を除く。）に移転され、又は再

移転されない。

六、この協定の適用を受ける核物質は、供給締約国政府の書面による事前の同意を得ることなく、

受領締約国の管轄内において、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上となるまで濃縮

されず、又は再処理されない。

七、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を

外交上の経路を通じて相互に通告した日の後30日目の日に効力を生ずる。

原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結

について承認を求めるの件（第177回国会閣条第３号）

（衆議院 23.12.6承認 参議院 12.6外交防衛委員会付託 12.9本会議承認）

【要旨】

この協定は、原子力の平和的利用に関する日本と韓国との間の協力のための法的枠組みを提供す

るものであり、2010年(平成22年)12月20日に東京で署名された。この協定は、前文、本文16箇条及

び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書及び議定書から成り、主な内容は次のとおりで

ある。

一、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、協定に基づいて移転された核物質

等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。

二、この協定の適用を受ける核物質は、それぞれの締約国と国際原子力機関との間の保障措置協定

等の適用を受ける。

三、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射

線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及

び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が、これらの条約に基づく各締約国の既存の義務に従っ

て遵守されることを確保する。

四、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準（少なくともこの



協定の附属書Ｂに定める水準の防護を実現するものに限る。）に従って防護の措置をとる。

五、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られ

る場合を除くほか、受領締約国の管轄の外（供給締約国の管轄内を除く。）に移転され、又は再

移転されない。

六、この協定の適用を受ける核物質は、供給締約国政府の書面による事前の同意を得ることなく、

受領締約国の管轄内において、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上となるまで濃縮

されず、又は再処理されない。

七、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了したこと

を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。

原子力の開発及び平和的利用における協力のための日本国政府とベトナム社会主義共和国

政府との間の協定の締結について承認を求めるの件（第177回国会閣条第４号）

（衆議院 23.12.6承認 参議院 12.6外交防衛委員会付託 12.9本会議承認）

【要旨】

この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とベトナムとの間の協力のための法的枠組みを提

供するものであり、2011年(平成23年)１月20日にハノイで署名された。この協定は、前文、本文15

箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書Ａ及びＢから成り、主な内容は次のとお

りである。

一、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、協定に基づいて移転された核物質

等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。

二、この協定の適用を受ける核物質は、それぞれの締約国と国際原子力機関との間の保障措置協定

等の適用を受ける。

三、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射

線緊急事態の場合における援助に関する条約及び原子力の安全に関する条約に適合するように行

動する。

四、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準（少なくともこの

協定の附属書Ｂに定める水準の防護を実現するものに限る。）に従って防護の措置をとる。

五、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られ

る場合を除くほか、受領締約国の管轄の外（供給締約国の管轄内を除く。）に移転され、又は再

移転されない。

六、この協定の適用を受ける核物質は、両締約国政府が別段の合意をしない限り、ベトナムの管轄

内において、濃縮され、又は再処理されない。

七、各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、この協定の効力発生のた

めに必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、この協定は、遅い方の通告が

受領された日の後30日目の日に効力を生ずる。

原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との

間の協定の締結について承認を求めるの件（第177回国会閣条第14号）(先議)

（参議院 第177回国会23.3.31本会議承認 衆議院 12.6承認 参議院 12.6外交防衛委員会付託 12.

9本会議承認）

【要旨】

この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とヨルダンとの間の協力のための法的枠組みを提

供するものであり、2010年(平成22年)９月10日にアンマンで署名された。この協定は、前文、本文

15箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書Ａ及びＢから成り、主な内容は次のと

おりである。

一、この協定の下での協力は、原子力の平和的非爆発目的利用のためにのみ行い、協定に基づいて



移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使

用してはならない。

二、この協定の適用を受ける核物質は、それぞれの締約国と国際原子力機関との間の保障措置協定

等の適用を受ける。

三、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射

線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及

び放射性廃棄物管理の安全に関する条約に適合するように行動する。

四、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準（少なくともこの

協定の附属書Ｂに定める水準の防護を実現するものに限る。）に従って防護の措置をとる。

五、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られ

る場合を除くほか、受領締約国の管轄の外（供給締約国の管轄内を除く。）に移転され、又は再

移転されない。

六、この協定の適用を受ける核物質は、ヨルダンの管轄内において、濃縮され、又は再処理されな

い。

七、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了したこと

を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。



承認を求めるの件

地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事

務所の設置に関し承認を求めるの件（第177回国会閣承認第６号）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本件は、国家公務員の任免、勤務条件等に関する制度並びに団体交渉及び団体協約に関する事務

その他の国家公務員の人事行政に関する事務等を行うため、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員

事務所を設置しようとするものである。



予備費等承諾を求めるの件

平成二十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その１）
（衆議院 23.12.1承諾 参議院 12.1決算委員会付託 12.9本会議承諾）

【要旨】

一般会計予備費予算額2,500億円のうち、平成21年６月30日から21年12月22日までの間に使用を

決定した金額は626億円で、その内訳は、①新型インフルエンザワクチンの確保に必要な経費280

億円、②新型インフルエンザワクチン接種に係る助成費補助に必要な経費213億円、③母子加

算の給付に伴う生活扶助等に必要な経費57億円などである。

平成二十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その１）
（衆議院 23.12.1承諾 参議院 12.1決算委員会付託 12.9本会議承諾）

【要旨】

特別会計予備費予算総額9,924億円のうち、平成21年12月15日から22年１月20日に使用を決定

した金額は50億円で、その内訳は、①農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不足を

補うために必要な経費50億円、②農業共済再保険特別会計農業勘定における農業共済組合連合会等

交付金の不足を補うために必要な経費0.3億円である。

平成二十一年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁

所管経費増額調書（その１）
（衆議院 23.12.1承諾 参議院 12.1決算委員会付託 12.9本会議承諾）

【要旨】

平成21年６月30日から21年11月27日までの間に決定した経費増額総額は390億円で、その内訳は、

①交付税及び譲与税配付金特別会計交付税及び譲与税配付金勘定における地方譲与税譲与金に

必要な経費の増額138億円、②社会資本整備事業特別会計道路整備勘定における道路事業の推進

に必要な経費の増額130億円などである。

平成二十一年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁

所管経費増額調書（その２）
（衆議院 23.12.1承諾 参議院 12.1決算委員会付託 12.9本会議承諾）

【要旨】

平成22年２月23日から22年３月26日までの間に決定した経費増額総額は125億円で、その内訳は、

①交付税及び譲与税配付金特別会計交付税及び譲与税配付金勘定における地方譲与税譲与金に

必要な経費の増額118億円、②国立高度専門医療センター特別会計における患者医療費に必要な経

費の増額６億円である。

平成二十二年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使

用調書

（衆議院 継続審査）

【要旨】

平成二十二年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費予算額9,996億円のうち、平成22年６

月18日から22年９月24日までの間に使用を決定した金額は9,996億円で、その内訳は、①優良住

宅取得支援事業に必要な経費2,235億円、②低炭素型雇用創出産業立地推進事業に必要な経費1,100

億円、③重点分野雇用創造事業に必要な経費1,000億円などである。



平成二十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その１）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

一般会計予備費予算額3,000億円のうち、平成22年５月11日から22年11月８日までの間に使用を

決定した金額は961億円で、その内訳は、①水俣病被害者の救済に必要な経費404億円、②口蹄疫

まん延防止対策に必要な経費226億円、③家畜伝染病予防費の不足を補うために必要な経費96億円

などである。

平成二十二年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁

所管経費増額調書（その１）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

平成22年７月６日から22年12月７日までの間に決定した経費増額総額は912億円で、その内訳は、

①社会資本整備事業特別会計道路整備勘定における防災・震災対策に係る道路事業に必要な経費

の増額612億円、②社会資本整備事業特別会計治水勘定における防災・震災対策に係る河川事業及

び砂防事業に必要な経費の増額135億円などである。

平成二十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

一般会計予備費予算額3,000億円のうち、平成23年３月14日から23年３月30日までの間に使用を

決定した金額は687億円で、その内訳は、①東北地方太平洋沖地震による被災地域の緊急支援に必

要な経費301億円、②災害救助費等負担金の不足を補うために必要な経費300億円、③東北地方太

平洋沖地震による被災地域において自衛隊の部隊が実施する救援活動等に必要な経費53億円などで

ある。

平成二十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

（衆議院 継続審査）

【要旨】

特別会計予備費予算総額１兆8,497億円のうち、平成23年２月４日から23年３月18日に使用を

決定した金額は29億円で、その内訳は、①農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不

足を補うために必要な経費28億円、②農業共済再保険特別会計果樹勘定における再保険金の不足を

補うために必要な経費１億円である。

平成二十二年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁

所管経費増額調書（その２）

（衆議院 継続審査）

【要旨】

平成23年２月22日から23年３月29日までの間に決定した経費増額総額は1,520億円で、その内訳

は、交付税及び譲与税配付金特別会計交付税及び譲与税配付金勘定における地方譲与税譲与金

に必要な経費の増額1,520億円である。



決算その他

平成二十一年度一般会計歳入歳出決算、平成二十一年度特別会計歳入歳出決算、平成二十

一年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十一年度政府関係機関決算書
（衆議院 継続審査 参議院 第177回国会23.2.16決算委員会付託 12.9本会議是認しない）

平成二十一年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は107兆1,142億円、歳出決算額は100

兆9,734億円であり、差引き６兆1,408億円の剰余を生じた。この剰余金は財政法第41条の規定によ

り、平成二十二年度一般会計歳入に繰り入れられた。なお、財政法第６条の純剰余金は１兆6,246

億円である。

平成二十一年度特別会計歳入歳出決算における21の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳入決

算額は377兆8,931億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は348兆600億円である。

平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は50兆4,845億円であ

り、資金からの一般会計等の歳入への組入額等は49兆7,737億円であるため、差引き7,108億円の残

余を生じた。

平成二十一年度政府関係機関決算書における３機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆

2,771億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆5,300億円である。



〈平成二十一年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（資料）「平成21年度 決算の説明」より作成

平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
（衆議院 継続審査 参議院 第177回国会23.2.16決算委員会付託 12.9本会議是認しない）

平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書における21年度中の国有財産の差引純増加額は

５兆58億円、21年度末現在額は107兆3,748億円である。

平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
（衆議院 継続審査 参議院 第177回国会23.2.16決算委員会付託 12.9本会議是認）

平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書における21年度中の国有財産の無償貸付の差引純

減少額は52億円、21年度末現在額は１兆834億円である。

平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度特別会計歳入歳出決算、平成二十

二年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書
（衆議院 継続審査 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十二年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は100兆5,345億円、歳出決算額は95兆

3,123億円であり、差引き５兆2,222億円の剰余を生じた。この剰余金は財政法第41条の規定により、

平成二十三年度一般会計歳入に繰り入れられた。なお、財政法第６条の純剰余金は１兆4,651億円

である。

平成二十二年度特別会計歳入歳出決算における18の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳入決
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公債金

51兆9,549億円

（48.5％）
（特例公債 36兆9,439億円）

租税及印紙収入

38兆7,330億円

（36.2％）

前年度剰余金受入

4兆5,108億円

（4.2％）

国債費

18兆4,448億円

（18.3％）

地方交付税交付金等

16兆5,732億円

（16.4％）

社会保障関係費

28兆7,161億円

（28.4％）

公共事業関係費

8兆3,531億円（8.3％）

文教及び科学振興費

6兆1,575億円

（6.1％）

防衛関係費

4兆8,112億円

（4.8％）

その他の経費

15兆20億円（14.9％)

財政法第41条の剰余金

6兆1,408億円

（6.1％）

歳入決算総額 107兆1,142億円

プライマリーバランス

△約33.5兆円

一般歳出

65兆9,553億円

（65.3％）

歳出決算総額 100兆9,734億円

その他収入

11兆9,153億円

（11.1％）

中小企業対策費

２兆9,150億円

（2.9％）



算額は386兆9,849億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は345兆740億円である。

平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は51兆3,859億円で

あり、資金からの一般会計等の歳入への組入額等は50兆7,222億円であるため、差引き6,637億円の

残余を生じた。

平成二十二年度政府関係機関決算書における３機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆

2,044億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆4,063億円である。

〈平成二十二年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（資料）「平成22年度 決算の説明」より作成

（注）一般歳出には、表示項目のほか、平成20年度決算不足補てん繰戻の金額（7,181億円）を含んでい

る。

平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

（衆議院 継続審査 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書における22年度中の国有財産の差引純減少額は

６兆1,808億円、22年度末現在額は101兆1,939億円である。

平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

（衆議院 継続審査 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書における22年度中の国有財産の無償貸付の差引純

282489

公債金
42兆3,029億円
（42.1％）

（特例公債 34兆6,999億円）

租税及印紙収入
41兆4,867億円
（41.3％）

前年度剰余金受入
６兆1,408億円
（6.1％）

国債費
19兆5,439億円
（20.5％）

地方交付税交付金等
18兆7,903億円
（19.7％）

社会保障関係費
28兆2,489億円
（29.6％）

公共事業関係費
５兆8,027億円（6.1％）

文教及び科学振興費
6兆513億円
（6.3％）

防衛関係費
４兆6,696億円
（4.9％）

その他の経費
10兆6,571億円（11.9％)

財政法第41条の剰余金
５兆2,222億円

歳入決算総額 100兆5,345億円

プライマリーバランス

△約22.7兆円

一般歳出
56兆9,781億円
（59.8％）

歳出決算総額 95兆3,123億円

その他収入
10兆6,039億円
（10.5％）

中小企業対策費
8,301億円
（0.9％）



減少額は236億円、22年度末現在額は１兆598億円である。


